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四万十町教育委員会会議録（平成２７年４月定例会） 

 

 

１．日 時    平成２７年４月１４日（火）９：００～１０：５０ 

 

２．場 所    四万十町役場本庁東庁舎 ２階 多目的小ホール 

 

３．出席者 

教育委員長  谷脇健司 

 教 育 委 員  大村和志  中屋建八  岡林雅子 

 教 育 長  川上哲男 

 事 務 局  教育次長     岡 澄子 

生涯学習課    課長  辻本明文 

学校教育課    課長  杉野雅彦  副課長  西谷典生 

 

４.傍聴者     なし 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）委員長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （大村和志委員） 

（４）議題 

①承認第１号 専決処分の承認について（校医の委嘱） 

②承認第２号 専決処分の承認について（保育所嘱託医の委嘱） 

③承認第３号 専決処分の承認について（保育所苦情受付相談員の委嘱） 

④議案第１号 高岡採択地区協議会規約制定及び設置について 

⑤議案第２号 学校運営協議会委員の追加委嘱について 

（５）協議事項 

①平成２７年度教育委員県外視察研修について 

（６）報告事項 

①「筆育もんちゃんえんぴつ」の寄贈について 

（７）その他 

①教育委員会関係職員名簿・事務分担表 

 

６．議 事 

委員長 ： 承認第１号 専決処分の承認について（校医の委嘱）を議題とする。 

（事務局より、「校医の委嘱について」を説明する。委嘱については、本人の了承済） 

委員長 ： 説明が終わったので、質疑に入る。 

（質疑なし） 

委員長 ： 承認第１号 専決処分の承認について（校医の委嘱）は、承認してよろしいか。 

全委員 ： 異議なし。 

委員長 ： 承認第２号 専決処分の承認について（保育所嘱託医の委嘱）を議題とする。 
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（事務局より、「保育所嘱託医の委嘱について」を説明する。大正・十和は、診療所が

ローテーションなので、指定はなし。） 

委員長 ： 説明が終わったので、意見・質問を受けたい。 

（意見・質疑なし） 

委員長 ： 承認第２号 専決処分の承認について（保育所嘱託医の委嘱）は、承認してよろし

いか。 

全委員 ： 異議なし。 

委員長 ： 承認第３号 専決処分の承認について（保育所苦情受付相談員の委嘱）を議題とす

る。 

（事務局より、「保育所苦情受付相談員の委嘱について」を説明する。窪川地区は３人、

大正・十和地区は各１人としている。） 

委員長 ： 説明が終わったので、意見・質問を受けたい。 

委 員 ： 人選の方法だが、面談・面接はするのか。 

委員長 ： 再任はあるか。 

委 員 ： 保育内容のわかっている人を保育所から推薦している。無報酬であり、地域のほう

でわかっている。 

委  員： 昭和保育所で相談員について苦情があった。相談員は、任期中であっても解職でき

る。保育所からの推薦の人をそのままいくのか、人選時にはチェック機能がいるのか

もしれない。解職の責任はあるが、このままでもいいと思う。 

事務局 ： 委員会に諮っていくのがいいかもしれない。 

委 員 ： 保育所任せだと誰が選んだか、責任の所在をある程度明らかにしておくシステムを

作っておかないといけない。 

教育長 ： 委員会としても現場から出てきたものをそのまま承認ではなく、選考過程もしっか

りしておく必要がある。 

委 員 ： 保育所に相談員の氏名を掲示しておくようにしておかなければならない。 

事務局 ： 保育所には指示しておきます。 

委員長 ： 承認第３号 専決処分の承認について（保育所苦情受付相談員の委嘱）は、承認し

てよろしいか。 

全委員 ： 異議なし。 

委員長 ： 議案第１号 高岡採択地区協議会規約制定及び設置についてを議題とする。 

（教育長より、「高岡採択地区協議会規約制定及び設置について」を説明する。５月１

３日教育長会でスケジュール・規約を確認し、９月１日に採択結果を公表する予定。

昨年７月に小学校教科用図書を決定している。） 

委員長 ： 説明が終わったので、意見・質問を受けたい。 

（意見・質疑なし） 

委員長 ： お諮りする。議案第１号 高岡採択地区協議会規約制定及び設置についてを承認し

てよろしいか。 

全委員 ： 異議なし。 

委員長 ： 議案第２号 学校運営協議会委員の追加委嘱についてを議題とする。 

（事務局より、「学校運営協議会委員の追加委嘱について」を説明する。現在１１名の

委員を委嘱している。規則では委員の数は１２名以内となっており、今回１名追加す

るもの。） 

委員長 ： 小休とする。 
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     （小休中） 

 

委員長 ： 正会に戻す。 

委員長 ： お諮りする。議案第２号 学校運営協議会委員の追加委嘱についてを承認してよろ

しいか。 

全委員 ： 異議なし。 

 

７．協議事項 

委員長 ： 平成２７年度教育委員県外視察研修についてを議題とする。 

教育長 ： 目的をもって視察研修を実施している。昨年は、大分豊後高田市へ行き、学びの時

間や美術館等を１泊２日で視察した。本年度は２泊３日の予算を組んでいるので、委

員の意見を聞きたい。 

小・小、小・中の連携を図りながら教育の先進的な取り組み箇所である全国学テ上

位の福井県へはどうか。県教育委員会次長も福井・秋田をぜひ見てきてほしいと言っ

ていた。時期、候補地、目的について、委員の意見を聞きたい。 

委員長 ： 事務局案もあるが、意見を出してほしい。 

委 員 ： 学力について、県等から言われるが、県はどんな分析をしているか。小中は上位だ

が、大学進学率はよくない。 

教育長 ： 先生側の教育に対する姿勢が参考になるのではないか。四万十町とどう違うか見て

みないとわからないが、学力向上に向けて目標をもって授業を行っている。数値的

に進学率は聞いていない。 

委 員 ： 事務局は、どういう風に取り組むのか。 

事務局 ： 連携の意義はあるが、同じ校区でもそれぞれの学校の実態・取組は知らない。９年

間で子供達を育てるので、それぞれ知らないと取り組めない。勉強、生活、家庭、不

登校等の課題解決には連携が必要。 

委 員 ： ２７年度は、どのように指導していくか。 

事務局 ： まずは把握する。各中学校等にあった方法がある。学力テストの結果をもとに分析

する。それぞれの学校での連携が必要と考える。 

委 員 ： 基本方針で出しているので、具体的にどうするかを決めないと進んでいかない。各

ブロックでこの１年間の明確な方針を出していかないといけない。研修後に各校の校

長に示す。課長は、どうやって壁を破っていくか、第１歩をどうするかを委員会でま

とめることとしなければいけない。各学校に任せていくだけでなく、方針を出さなく

てはいけない。 

委 員 ： 小中一貫に文科省は向いていると思う。前段階で小中連携としている。 

 一年間見てきたが、四万十町教育委員会は把握できていないのではないか。小中一

貫の意義を追求しないといけない。小学校の学力の引き上げを考えた時、中学教師の

出前を始めてもいいのではないか。 

 地区によって、やり方の「向き」、「不向き」がある。分析しながら早急に方法をあ

みだし、早く始めていくことが重要。問題解決のため、コンセプトと方向を見出して

いくことが大事。 

教育長 ： 全部やるのは、大変である。中一ギャップの解消が大事である。 

 小学校と中学校の交流を通じて、小学校・中学校に求めることがある。先生の意識を

変えて９年で子供を育てていくことを考えてもらいたい。 
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 協議会を設置してやっていく意図等考えていかなければならない。 

委 員 ： 昨年、教育支援部会で日吉村に行った。校長は、小中連携についてぶれなかった。 

 どういう抵抗があってもやり通した。 

委員長 ： 具体的にどうするのか。 

委 員 ： 神戸の小学校の美術教育も見てみたいが。 

神戸の小学校はダウンタウンなので、荒れていた。その人が来て荒れなくなった。

同時に学力が上がってきた。違う方法で学力があがった所を見たほうがよい。 

委員長 ： いろいろ意見があるが、どうするか。 

 もう一回、事務局で検討していくのでどうか。日帰りとかいろいろなやり方がある

が。 

委 員 ： 方針としては、小中一貫ですね。 

委 員 ： 県外研修にこだわらないで、有志で行く形でもいいと思う。事務局で詰めていただ

いたらと思う。 

教育長 ： どういうところで勉強できているのかを考えて、今回は小小・小中の連携をもって 

変化している学校を候補地として模索してみたい。 

 福井について、執行部に説明もしてきている。事務局で選定してみたい。委員の件 

についても取り組んでみたいと思う。 

委員長 ： 今回は、福井の方で実施ではどうか。 

全委員 ： 異議なし。 

 

８．報告事項 

委員長 ： 「筆育もんちゃんえんぴつ」の寄贈について報告がある。 

（教育長より、「筆育もんちゃんえんぴつ」の寄贈について説明する。校長会で経

過を説明した。１１０名の新入生にもんちゃんえんぴつを届けることとなった。

ケーブルテレビでの紹介もある。） 

委員長 ： 何か意見はあるか。 

委 員 ： 正しい持ち方の根拠はあるか。 

教育長 ： 持ち方によって、手の筋肉の動きが違ってくる。 

 丸、直線を描くときに違いが出てくるとのこと。 

委 員 ： 持ち方で学力に違いがあるか、学校で調べてほしい。 

委 員 ： 正しい持ち方の思い込みがある。色々な鉛筆の持ち方があるので、委員会が推奨す

る時には根拠がいるのでは。 

 差し上げるのはいいと思う。 

委員長 ： 報告は、これでよろしいか。 

全委員 ： はい。 

 

 

９．その他 

委員長 ： 教育委員会関係職員名簿・事務分担表について説明があります。 

（事務局より、事務分担を説明する。） 

委員長 ： 名簿については、お目通しをしてください。 
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（１）小学校長の病気休暇について、教育長より報告 

（２）放課後子供教室、役場職員とのフリートークについて、委員より提案 

（３）町内のコンビニエンスストアの成人雑誌の設置場所について委員より報告 

 

（閉会） 

 

 

 

 

５月の定例委員会予定   平成２７年５月１２日（火） 

 

 

 

 

 

 

        委員長 ：                      

 

 

 

 

 

        署名人 ：                       


